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第 192号議案 公の施設の指定管理者の指定について
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施設の概要

m 位置図及び平面図(配置図)

三、,、.'.'1,.昆.'.1ξ、゛,キ'i.,'げ゛、

!・、、1,'、'.ιS、',"'女,イ式ゞ゛"こ'、"ミⅦ,'゛ゞ戈卓'、 pr.ニ、".・.'、、・メは'ーエ;÷* t';、',

.11沙'¥1.乳じ゛典、)"ず・.',1 越Υ'じ{

.、,.、,'.゛..'."':...:愚;,.,.、、,・、"'、.1 、、,.、.・、,.",,、、,・"ゞ,、ゑ'

'1t11、'「,.、.0=野二「',.、・," WI:'み.き;,ゞ'!:1.ー

'X "?,Υ、、.1、 11、...', Y今.. i、"1芋、1tl、'

゛、14、t l、゛f .ず・'ゞ誉.,1'、,凱、.式...

'・'.ー"、、・"・・、,・心・,,X・・"・"、,, kl、'・,.,ー'.".1;.非1 '、,.Ni 鳥i,マ、,..イ'!、..'・、、'1'.'ゞ.イ i・'Y '1,ザ、 1゛.、'.ι';、",.,"・、; 1・'31 づ゛:ー、.゛",_゛'.、.,,"

.、,.','.ナ"j、、"'、(・'"、..'、'"・こ.,・・'゛',

;.、 r、'.、"fl";、:7所司.'・ー'.X、.1!'や'"'・,÷、',.

ノ

冒,■■●■●

〆

ノ

▲,,見、 ^
^ー

j

漁港」

1

_,、 1.

、

/

亀
◆

r
.
 
j

、
、
、

ー
ノ

ー
、



3,舗8

名称

所在地

構造

設置年月日

設置目的

長崎市道の駅夕陽が丘そとめ

長崎市東出津町149番地2

鉄筋コンクリート造2階建

平成 18年4月1日

地元産品にふれあう場及び地域の情報を提供し、もって地域の振興及び道路

利用者の利便性の向上に資するため。

m 主な施設内容

207.7 rrr物産販売所

138.8 rrlレストラン

18.9 rrtテイクアウト館

85.1 nt事務室等

33.9 rr;トイレ

駐車場(第1~第5駐車場

※ただし、県整備範囲駐車場台数

開館時問及び休館日の承認の基準⑧

(単位:千円)

施設名

平成30年度

物産販売所

夏期

(4~9月)

レストラン

テイクアウト館

普通車77台・障害者用 1台)

(普通車26台・障害者用2台・大型4台)を除く。

冬期

(10~ 3月)

⑨

ア

午前9時から午後7時までの時間帯を基本と

する 1日10時間以上

利用時間(開館時問)

夏期

(4 ~ 9月)

利用者等の推移

利用者の推移

午前9時から午後6時までの時間帯を基本と

する1日9時間以上

冬期

(10~ 3月)

午前11時から午後7時までの時間帯を基本と

する 1日8時問以上

年度

物産販売所

レストラン

テイクアウト

午前11時から午後6時までの時問帯を基本

とする 1日7時間以上

平成27年度

イ指定管理委託料の推移

き十

164,613

年度

休館日

19,194

金額

平成飴年度

22,841

1月1日から

1月3日まで

206,648

平成27年度

160,136

19,739

平成29年度

無休

19,002

5,484

198,87フ

平成胎年度

巧9,609

21,314

(単位:人)

平成30年度

19,740

4,859

200,663

平成29年度
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2 指定管理者候補者の概要

川名 称そとめ「食」と「農」の架け橋

②所在地長崎市興善町6番7号

矧代表者長崎西彼農業協同組合代表理事組合長森口純一

④構 成

ア代表団体

(ア)名称長崎西彼農業協同組合

(イ)所在地長崎市興善町6番7号

(ウ)代表者代表理事組合長森口純一

(エ)設立年月日平成 17年4月1日

(オ)主な事業営農指導事業、販売事業、信用事業、共済事業、購買事業、

福祉事業

イ 構成団体

(ア)名称

(イ)所在地

(ウ)代表者

(エ)設立年月日

(オ)主な事業

株式会社外海久栄

長崎市下黒崎町M11番地第2

代表取締役山崎美代子

平成 27年4月1日

飲食店経営、生鮮魚介類の集荷・販売・消費に関する業務、

生鮮食品の加工、販売業務、農産物や畜産物の加工販売業務

3 指定の期間

令和2年4月1日から令和7年3月31日まで

4 指定管理者候補者の選定について

川選定方法公募

②選定の経過

ア応募団体数 2団体

イ資格審査

2団体のうち1団体は、応募に必要な資格等を満たしてぃないため失格

ウ提案の概要

(ア)提案内容※参考(1)「事業計画書概要」(9ページ~11ページ)のとおり

(イ)管理運営体制

駅長

直売部門
駅長補佐
スタツフ

事務・管理部門
事務員 1名

1名
6名

レストラン部門
部門長 1名
スタッフ 8名

清掃部門
施設管理員 1名
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(ウ)提案金額

令和2年度

※上限額 29,340,300円(5年問分)

即晃補者提案額の内訳】

5,500

令和3年度

指定管理委託料

5,500

令和4年度

合計(A)

人件費

令和2年度

需用費

5500

委託料

令和5年度

その他

5.500

合計(B)

5,500

【参考:収益業務の収支】

令和3年度

収支

1,654

5,500

5,500

令和6年度

認0

2,466

5,500

令和4年度

物産販売所販売

(単位・:千円)

1,654

500

レストラン販売

5,500

テイクアウト販売

5,500

5,500

認0

2,466

5,500

令和5年度

合計

令和2年度

1,654

その他

500

5,500

合計(A)

5,500

舗0

27,500

185,000

2,466

人件費

5,500

令和6年度

需用費

23,000

令和3年度

1,価4

500

(単位:千円)

5,500

役務費

9,000

5,500

舶0

委託料

186,000

2,398

2,466

219,398

5,500

その他

ム寸

23,200

合計(B)

令和4年度

1,654

500

35,498

27,500

5,500

収支

180,741

9,000

27,500

880

187,000

2,398

2,466

220,598

1,145

8,270

23,500

令和5年度

1,807

500

35,498

4,400

5,500

181,917

9,500

12,330

219,335

144

189,000

2,398

222,398

2,500

1,144

27,500

23,700

令和6年度

1,807

35,998

腿

183,126

9,500

(単位:千円)

220,51'0

144

190,000

2,398

224,598

1,205

24,000

1,807

36,448

88

合計

184,認8

9,800

222,280

144

937,000

2,398

226,198

1,205

117,400

1,807

36,498

1 18

46,800

186.412

224,492

144

11,990

1,1 13,190

1,205

179,940

1,807

106

917,084

226,066

144

5,904

9,035

132

1,112,683
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工指定管理者候補者選定審査会による審査

(ア)審査会の委員 5名

(イ)審査会の委員構成

委員

長

委

委員

氏名

赤石孝次

委員

岩崎裕介

(ウ)審査経過

紫垣

一瀬

田口

大

国立大学法人長崎大学経済学部

開催日

九州北部税理士会長崎支部

令和元年7月31日

勉

一般社団法人日本自動車連盟

外海地区連合自治会

長崎市北部商工会

団

令和元年10月9日

体

【全委員出席】

・会長及び職務代理者の選出

・指定管理者制度及び指定管理者候補者選定審査会の概要

説明、募集要項等についての協議

令和元年10月30日

名

令和元年10月30日

【全委員出席】

・現地視察

・面接審査方法についての協議

(エ)審査報告書の概要

※資料「指定管理者候補者選定審査会審査報告書(写)」(6ページ~8ページ)のと

おり

内容

【一瀬委員欠席】

・審査方法等確認

・面接審査、指定管理者候補者団体の選定

・審査会報告書提出

-5-
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【資料】指定管理者候補者選定審査会審査報告書(写)

長崎市長田上富久様

長崎市道の駅夕腸が丘そとめ指定管理者候補者選定審査会

における審査結果について(報告)

長崎市道の駅夕陽が丘そとめの指定管理者候補者の選定に係る申請内容の審査を行いまし

たので,、審査結果について次のとおり報告します'

1 審査結果
゛

第一順位そとめ「食」と「農」の架け橋

2 選定審査会の構成

長赤石孝次、(国立大学法人長崎大学経済学部)・
^
=^

職務代理者岩崎裕介(九州北部税理士会長崎支部) J

員紫垣・大.(一般社団法人日本自動車連盟)委

員一瀬究(外海地区連合自治会)委

員田口勉(長崎市北部商工会)委

3 申請団体

a)そとめ「食」と「農」の架け橋

促)NP0夕陽が丘そとめ

4 審査の方法

①資格審査

応募者から提出された書類により、長崎市において応募資格等の審査を行った結果に

つい..で、次のとおり報告を受けました。

長崎市道の駅夕陽が丘そとめ指定管理者候補者選定審査会

会長赤石孝次
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令和元年10月30日

応募資格等を満たしでいる。

郷

募集要項1.0応募に関する.事項(3)必要な資格等の

イを満たしていない。

資格審査結果

そとめ「食」と「農」の架け橋

貯0夕陽が丘そとめ

団体名

促)書類.・面接審査

応募資格等を・満た'している団体の事業計画書等の内容について、面接により本審査会

におい"て審査を行いました。審査の結果、指定管理者候補者として適当と認められる,た



.

め、選定しました。

審査にあたっては、公平性及び公正性を確保するため、団体名を伏せて実施しました.。

なお、長崎市かち、応募資格等を満たしていない団体にっいては、面接審査は行わず

失格とする報告がなされ、了承しました。

審査の経緯5

回数

第1回

開催日

令和元年7月31日

第2回 令和元年10月9日

第3回

【全委員出席】

・会長及び職務代理者の選出

・指定管理者制度及び指定管理者候補者選定審査会の

概要説明、募集要項等についての協議

6 採点結果(委員5人中4人による採点は.別紙のとおりです。)

箆一順位そとめ「食」と「農」の架け橋

外海地区の特産物や世界遣産を有効に活用できる事業計画となつている。まだ、消費者

ニーズだけでなく、生産者である農家の経営安定や生活基盤にも目を向けるなど、地域活

性化のため.に複合的な視点で取り組む姿勢にユいては高.く.評価できる。なお、物産販売所

の拡充を図るとともに、インバウンドなどの誘客対策についてはやや不足しているため、

IT活用によ.る情報発信を行うなどの取り'組みに期待したい。

令和元年10月30日

【全委員出席】

・現地視察

・面接審査方法についての協議

内容

【一瀬委員欠席】

・審査方法等確認

・面接審査、指定管理者候補者団体の選定

、

ーフー



(別紙)採点結果

区

分

目

中項目

評価項目

施設の設置目的
と計画

事

サービスの向上

施設の効用を最大限に発揮し、「地
域の振興」及び「道路利用者の利便
性の向上」に資するという施設の設
置目的が達成されるものであるか

詳細

物産販売所及び

νストランの運
営

施設の利用者の増加や利便性を高め

'るための提案、積極的な「地域情報
・の発信」、自主事業の提案であるか

評価と改善

地域の特性を活かした「地元産品に
ふれあう場」とじて、'地域住民(出
荷者を含む)及ぴ地域外の利用者を

対象とした運営であるか

配点

基本方針

、

平等利用の確保

事業の評価・改善体制があるか

採点

第一順位

当該施設の管理,運営業務に,ついて、

施設の設置目的等に合った.基本方
針・.理念を持っているか

個人情報の保護

一
そとめ「食」と

「農」の架け橋

噐

人員配置

施設の利用に関し、公平性を確保す
る考え方と方策が適切であるか

4

収支計画

・施設管理

施設の利用者の個人情報の保護に関
する措置は適切か

16

4

30

職員配儘は、・当該施設の業務を行う
のに適切か

緊急時.の対応

80

16

当該施設の業務に係る収支予算書・
管理に関する基本的事項は適切であ
るか

4

13

16

緊急時における、連絡体制等危機管
理体制は適切か、また、事故防止対
策の考え方と取組みについては適切
か

W

噐

70

経貰

4

技術点針

'

'

N

16

4

経費は適正か

※上限の範囲内において、一建の基
準額までは経費の削減努力を評価し
ますが、その基準額を下回る場合は

サービス水準の低下が懸念されるこ
とから、評価が下がります。

融

器

、

16

噐

巧

13

56
/

噐

計

゛

4

触

豁

16

邪

器

24

224

16

認

ノ

80

96

/
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【参考】

(1)事業計画書概要

評価項目

事業計画

①外海の魅力を積極的にアピールして、来場者に情報と特徴を体感・共感してもらえる

施設づくりを行う。

②外海地区の特産品(ゆうこう・ぶどぅ・芋等)づくりと基幹産業である農業の振興を

図.る。

③日常的な生活サービスを提供するなど、地域生活拠点(地域唯一店)としての役割を

発揮する。

④従業員の地元雇用を積極的に行う。

⑤観光客やドライバーをはじめ、誰もが安心して快適に利用できる休憩施設を提供す
る。

施設の設置

目的と計画

そとめ「食」と「農」の架け橋

第 11順位

サービスの

向上

①キャッシュレス決済導入に取り組む。

②職員に対する接遇及び地域情報研修を行う。

③SNS等を活用した情報発信を行う。

④世界遺産の交流人口に着目し、旅行会社とタイアップしてオリジナルッアーを企画す
る。

⑤長崎市主催の地産地消をテーマとしたイベントに積極的に参加し、道の駅のPRを行
ワ。

m 安定的に農水産物、特産品等を供給できる体制にっいて

①担い手の確保と安定出荷を目的とした出荷者組織を結成し、1日当たりの出荷者数50

人以上を目指す。

②品薄の場合は物流便にて補充対応を行う。

③ゆうこう及びぶどぅ.の生産拡大を図るため、専門の営農指導員を配置する。

④出荷弱者対策として、軒先集荷や現地講習を開催する。

②販売手数料について

①指定管理者の徴収額は15%。出荷者組織としては0.5%(合計巧.5%)を徴収する。

②精算は毎月2回(半月締め)とし、出荷者指定の口座へ振り込む。

③生産者への売上通知は電子メールを活用し、1時問単位で通知を行う。また、商品に

はそれぞれ販売期間を設け、その管理は店舗側で行う。

侍)レストランについて

①ランチは、'地元食材を使用したバイキング形式で提供する。

②ディナーは、ドロ様ソーメン、地元産のイカやウニをソースにしたドロ様パスタ、ト

ルコライスを提供する。

③女性をターゲットにしたスィーツバイキングを定期的に開催する。

物産販売所

及びレスト

ランの運営

-9-

評価と改善

①店内に「アンケートBO×」を設置するとともに、従業員が気付いた点を記録する「気

付きメモ」等から拾い上げた意見を、速やかに役員会や職員会議で共有し、全体のレベ

ルアップにつなげ実践する。



2 基本事項

基本方針

①道路利用者が快適に利用できる施設を維持するとともに、「外海地域」の観光や情報

の発信基地として道路利用者への情報提供に寄与する。また、直売所を地産地消の拠点

と位置付け、高齢者や女性などを含む多様な農業者や事業者の育成と共同活動を通じて

地域の農業振興をはかり、新鮮で安心・安全な農水産物の提供を行い、地域経済の発展

向上に貢献する。

平等利用の

確保

①指定管理者は市に代わって管理運営を実施することが求められることから、市の施策

を十分に理解し、公共性、公平性、公正性を常に意識した業務遂行を行う。また、利用

者の二ーズ及び近隣環境の変化を敏感に感じ取り、状況を常に市へ報告するとともに協

議を行い、必要な改善を行う。

個人情報の

保護

3 管理運営体制

①自社の個人情報保護方針に基づき、コンプライアンス部署とも連携を図り対応する。

人員配置

゛

直売部門

駅長補佐
スタツフ

事務・管理部門
1名事務員

収支計画・

施設管理

1名
6名

収支予算書

レストラン部門

1名部門長

スタッフ 8名

指定管理料

維持管理費

収益業務収入

収益業務支出

清掃部門
施設管理員

1年目

利益が発生した場合は、指定管理者募集要項に基づき、地元及び利用者還元に充てる

総計

5,500

5,500

2年目

62,724

1名

5,500

62,6引

5,500

3年目

63,098

63

5,500

63,010

5,500

4年目

64,017

胎

5,500

63,899

5,500

5年目

64,弘7

118

単位:千円

5,500

64,441

5,500

飾,147

106

暑十

27,500

65,015

27,500
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319,533

132

319,026
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自衛消防隊を編成し、駅長(隊長)指示により行動する。

自衛消防隊編成

緊急時の

対応 隊長

4

副隊長

価格

経費

指揮係

隊長、副隊長の補佐
各係への命令伝達
情報収集
消防隊への情報提供
その他指揮統括上必要な事項

提案額(5年間総額):27,500,000円

(上限額:29,340,300円の93.73%)

①外部委託等を発注する場合には、入札や複数社による見積もりにより効率的な運用を

行い、経費の縮減に努める。

通報連絡係
消防機関への通報
在館者への周知
関係者への連絡

消火係

避難誘導係

消火器等による初期消火活動
消防隊との連携及び補佐

出火階及びその直上階の避難誘導
の最優先
逃げ遅れ者の有無確認

救護係
救護所の設置
負傷者の応急処置
救急隊との連携及び協力
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(2)募集要項、仕様書

長崎市道の駅夕陽が丘そとめ指定管理者募集要項

1 指定管理者の募集

長崎市は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項及び長崎市道の駅タ

陽が丘そとめ条例(平成17年長崎市条例第 19号。.以下「条例」という。)第3条第 1項及

び第 2項の規定により、長崎市道の駅夕陽が丘そとめ(以下「道の駅」という。)の管理に

関する業務を行う指定管理者の募集を行います。

【根拠法令】

地方自治法第244条の2第3項

普通地方公共団体は、公の施設の設置の目的を効果的に達成するため必要があると認め

るときは、条例の定めるところにより、法人その他の団体であって当該普通地方公共団体

が指定するものに、当該公の施設の管理を行わせることができる。

【根拠条例】

長崎市道の駅夕陽が丘そとめ条例第3条第1項

市長は、道の駅の管理を地方自治法昭和22年法律第67号}第244条の2第3項の規定

により、市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせる。

長崎市道の駅夕陽が丘そとめ条例第3条第2項

'市長は、前項の指定に当たっては、公募の方法により、これを行うものとする。

2 施設の設置目的及び概要

川設置目的

道の駅は、地元産品にふれあう場及び地域の情報を提供し、もって地域の振興及び道路利用

者の利便性の向上に資する目的で平成18年4月に開設した施設です。

②施設の概要

称長崎市道の駅夕陽が丘そとめア名

イ所在地長崎市東出津町149番地2

ウ設置年月日平成18年4月1日

※その他の詳細は、別に定める「長崎市道の駅夕陽が丘そとめ指定管理者業務仕様書」(以下
/

「仕様書」という。)を参照してください。

3 指定管理者が行う業務の範囲

Ⅱ}指定管理者は、'次の業務を行うこととします。

なお、詳細は仕様書に従い実施することとします。

ア物産販売所の運営に関する業務

イレストランの運営に関する業務

ウ地域の情報の提供に関する業務

工道の駅の施設及び設備の維持管理に関する業務

オア~工に掲げるもののほか、,道の駅の運営に関して市長が必要と認める業務
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※道の駅夕陽が丘そとめには、長崎県が管轄する休憩施設及び駐車場があります。指定管理

者には、別途契約により、この施設の清掃等の維持管理を行うことになります。

(2)自主事業

指定管理者は、施設利用者の利便性や施設の魅力向上に資する自主的な事業を自らの費用

負担により行うことができます。

提案の内容が、施設の設置目的に沿う場合は、長崎市の承認を得て自主事業として実施し

ていただきます。

また、利便性や魅力の向上に資さないと判断される場合、実施は認められません。

4 指定の期間

令和 2年4月1日~令和 7年3月31日(5年問)

5 管理に関する基本的事項

(1)開館時間及び休館日

指定管理者は、あらかじめ市長の承認を得て開館時問及び休館日を設定することができます。

開館時間及び休館日についても提案してください。

なお、承認の基準は長崎市道の駅夕陽が丘そとめ条例施行規則(平成17年長崎市規則第認

号。以下「規則」という。)第4条及び第5条のとおりです。

0長崎市道の駅夕陽が丘そとめ条例施行規則

(開館時間)

第4条条例第5条第21貢に定める物産販売所及びレストランの開館時間の承認の基準は、次
のとおりとする。

m 物産販売所の開館時間は、4月1日から9月30日までの期間にあっては、午前9時から

午後7時までの時間帯を基本とする1日10時間以上とし、10月1日から翌年3月31日までの

期間にあっては、午前9時から午後6時までの時間帯を基本とする旧9時間以上とするこ
と。

②レストランの開館時閻は、 4月1日から9月30日までの期間にあっては、午前11時から

午後7時までの時間帯を基本とする1日8時問以上とし、10月1日から翌年3月31日までの

期間にあっては、午前11時から午後6時までの時間帯を基本とする旧7時問以上とする
こと。

【休館日)

第5条条例第5条第2項に定める物産販売所及びレストランの休館日の承認の基準は、次の
とおりとする。

m 物産販売所

ア 1月1日から1月3日までの期間内であること。

イ休館日に開館し、又は開館日に休館する場合は、その旨を市民に周知する措置を講じ
ること。

②レストラン

アエ事その他やむを得ない事情があると認められるときに限り設けること。

イ開館日に休館する場合は、その旨を市民に周知する措置を講じること。
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(2)施設利用等の拒否及び制限

条例、規則等に従って行ってください。

条例第6条各号のいずれかに該当する場合は、道の駅の利用を拒み、又は制限することがで

きます。

(3)業務の一括委託の禁止

指定管理者は、本業務の全部又は主要な部分を一括して第三者に委託し、又は請け負わせる

ことはできません。

ただし、指定管理業務.の一部の業務を委託する場合で、あらかじめ長崎市の承認を得たとき

はこの限りではありません。この場合,には、長崎市内に本社を有する長崎市建設工事等競争入

札参加者の資格審査及び選定.要綱(昭和55年8月1日施行)第11条に規定する有資格業者名

簿又は長崎市物品等競争入札参加者の資格審査及び選定要綱(昭和船年.12月1日施行)第11

条に規定する有資格者名簿に登録されている者(以下「有資格者」という。)を優先すること。

(4)備品等の取扱い

指定管理者は、別途協定書等に定める施設運営に必要な備品を管理します。

施設の備品は長崎市が購入しますが、指定管理者自らの判断により施設の運営のための備品

を購入することも可能です。この場合、維持管理も含めた費用は指定管理者の負担となり、購

入した備品の所有権は指定管理者に帰属します。

⑤関係法令の遵守

指定管理者は、条例、規則、地方自治法、個人情報の保護に関する法律、消防法、警備業法、

労働基準法、労働安全衛生法、最低賃金法その他労働関係法令及び仕様書に記載レているその

他の関係法令等を・遵守し、業務を履行しなければなりません。

⑥個人情報の取扱い

指定管理者は、長崎市個人情報保護条例(平成13年長崎市条例第27号)第37条の規定に

より、個人情報の保護に留意するとともに、業務の実施に関して知り得た個人情報にっいて漏

えい、滅失、改ざん及び殿損の防止、並びに盗用の禁止その他の個人情報の適切な管理のため

に必要な措置を講じなければなりません。違反した場合には、長崎市は、損害賠償の請求を・す

ることができます。

また、個人情報の漏えい等の防止並びに本人からの開示の申出及び苦情への適切かつ迅速な

対応その他個人情報の適正な管理を図るために、指定管理者は個人情報の取扱い規程等を作成

するものとします。

⑦情報の公開

指定管理者は、長崎市情報公開条例(平成13年長崎市条例第28号)第25条の規定により、

情報の公開に関する規程等を作成するなど、施設の管理に関する業務に係る情報公開に関し必

要な措置を講ずるよう努めるものとします。

⑧秘密保持義務

指定管理者は、施設の管理を行うにあたり、業務上知り得た内容を第三者に漏らしたり、自

己の利益又は他の目的に使用してはなりません。指定管理期間が終了し、又は指定を取消され

た後においても同様とします。

⑨文書の管理及び保存

指定管理者は、指定管理業務を行うにあたり作成し、又は受領した文書等は、適正に管理・
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保存することとします。文書等の管理及び保存の期間については、本業務の終了後5年間とし

ます。ただし、長崎市が必要と認める文書等については、指定期間終了時に、長崎市が指示を

行い、引き渡しを受けることとじます。

Ⅱ0)環境への配慮

指定管理者は、指定管理業務を行うにあたっては、次のような環境への配慮に努めること

とします。

ア省エネルギーの徹底及び温室効果ガスの排出抑制

イ廃棄物の発生を抑制し、りサイクルの推進及び廃棄物の適正処理

ウ環境負荷の低減に配慮した物品の購入(グリーン購入の推進)

6 経費に関する事項

指定管理者は、長崎市が支払う指定管理に係る委託料(以下「委託料」という。)、物産販売

所及びレストラン等での売上収入により管理運営を行うこととなります。

を貪盡Σ_壁^この上限額を超えて提案がなされた場合は、その時点で失格とし、面接は行わ
ノ

ないこととします。なお、委託料の上限額は修繕料3,3舶,000円(年各6印,000円)を含む総

額となります。

Ⅱ)委託料

「長崎市道の駅夕陽が丘そとめの管理・運営に関する業務の収支予算書(様式5)」による

提案に基づく額が委託料となります。

管理運営に入った段階で委託料が不足する場合があっても、長崎市は不足分の支出は行い

ません。

委託料は協定書で定め、会計年度(4月1日から翌年3月31日まで)ごとに四半期に分割

して支払います。

(2)物産販売所及び.レストラン等の売上収入の取扱い

売上収入が物産販売所及びレストラン等,の運営経費(人件費、原材料費、光熱水費等)を

上回った場合には、その上回った金額の10%までは全額を指定管理者の収入とします。なお、

10%を超えた部分の収入については、基準として、その超えた部分の50%を長崎市に納付す

るか利用者還元に充てることとしますが、その使途について.も併せて提案してください。

③自主事業の経費

自主事業の実施に係る経費についてはすべて指定管理者の負担とし、自主事業により得た

収入については、指定管理者の収入となりますが、損失が発生した場合は、すべて指定管理

者の負担となります。

なお、自主事業により利益が生じた場合、公の施設を使用しての利益であることから、

定割合の市への納付や利用者への還元など利益の取扱いについても併せて提案をしてくださ

い。基準として、利益の10%までは全額指定管理者の収入とし、その超えた部分の50%を市

への納付もしくは利用者還元に充てることとします。詳細については、協定書において定め

ることとします。

④委託料の精算等

修繕料を除き委託料の精算は行いません。ただし、指定期間内に次の状況となった場合は、

崎が支払う指定 の託料の上限額は29340300 当額
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委託料について協議を行うこととします。

ア指定管理業務を追加及び廃止した場合

イ「7 責任の分担」に基づく協議が必要となった場合

⑤修繕料の精算

指定管理者は、修繕料に係る委託料について、支出の内訳を明らかにした精算書を作成し、

長崎市が指定する日までに長崎市に提出するものとします。

なお、精算した結果、残金が生じたときは、長崎市が指定する日までに長崎市に残金を返

還しなければなりません。

⑥その他

指定管理業務開始前の引継ぎ準備に係る経費は、指定管理者に指定された団体の負担とな

ります。

、
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7 責任の分担

指定管理者と長崎市の責任分担については、次のとおりです。

なお、詳細については、関係法令に基づいて、協定書に規定することとします。

制度・法令変更

税制度の変更

物価変動

運営費の膨張

利用者の変動

施設管理運営に影響を及ぼす法令等の変更

指定管理者自身に影響を及ぼす法令等の変更

自主事業りスク

施設管理運営に影響を及ぼす税制変更

項目

一般的な税制変更

施設設備等の損傷

物価変動に伴う経費の増

人件費等の運営費の膨張

長崎市の事情による利用者の減

損害賠償

当初の事業計画の利用者見込みとの相違

自主事業の実施に伴い発生するりスク

管理上の最癌による施設・設備・備品の損傷
経年劣化等管理上の斑癌によらない施設・設備・
備品の損傷

運営りスク

管理上の毅癌による施設・設備・備品の不備によ
る事故や火災等に伴う利用者への損害

管理上の最症によらない施設・設備・備品の不備
による事故や火災等に伴う利用者への損害

不可抗力

管・理上の殿症G旨定管理者の責)1こよる施設・設
備・備品の不備による事故や火災等に伴う臨時
休館等の運営りスク

指定期間開始前の準備及び業務引き継ぎにかかる費用負担

運営管理(企画調整、利用指導、案内、警備、苦情対応)

管理上の最癌によらない(長崎市の責による)施
設・設備・備品の不備による事故や火災等に伴う
臨時休館等の運営りスク

維持管理(清掃、施設保守点検、設備等法定点検、修繕、安全衛生管
理)

0

指定管理者

自然災害等による施設・設備・備品の損傷、利用
者への損害、臨時休館等に伴う運営りスク

管理事務所、倉庫等の物品管理

災害時対応(待機連絡体制確保、被害調査・報告、応急、措置)

0

0

施設の目的外使用許可及び目的外使用料の徴収

施設の法的管理(占用許可等)

施設の整備、改修

※0

災害時対応(待機連絡体制確保、被害調査・報告、応急措置)におけ
る指示等

※0

災害復旧(本格復1助

協議事項

火災保険(火災及び災害)

施設賠償責任保険

協議事項

0
(責任の範囲に

ついては協議す

る)

0

※指定管理者の継続に重大な影響を及ぼすものについては、その都度協議することとします。

<本責任の分担のほか疑義があるものについてはイその都度協議することとします。>

0

協議事項

0
(修繕について

は、1件当たりの

金額が 200 千円

未満のもの)

0
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0

0
※長崎市が加入す

る保険と重複しな

い範囲で必要な保

険に加入する

0

市崎長

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0



8 保険

m 損害賠償

指定管理者は、故意又は過失によりその管理する施設又は設備を損傷し、又は滅失したと

きはそれによって生じた損害を長崎市に賠償しなければなりません。指定管理期間の終了後、

又は指定の取消し後も同様とします。

②第三者への賠償

施設の利用者等第三者に損害を与え、賠償を行う必要が発生した場合、その賠償について

は、国家賠償法(昭和22年法律第 125号)第 1条(公務員の不法行為による損害の賠償)、

同法第2条(公の営造物の暇癌による賠償)に基づき長崎市が行います。ただし、長崎市が

指定管理者の賣めに帰すべき事由により発生した損害について、第三者に対して賠償したと

きは、長崎市は指定管理者に対して長崎市が賠償した金額及びその他賠償に伴い発生した費

用を請求することができます。

③保険の付保

指定管理者は自らのりスクに対応して、自らの負担において必要に応じて保険に加入してく

ださい。なお、長崎市は「全国市長会市民総合賠償補償保険」に加入しています。同保険の賠

償責任保険の内容は次のとおりです。

施設賠償責任保険契約類型

てん補

限度額

9 公募に関する内容

Ⅱ}指定管理者の公募及びスケジュール

実施スケジュールは次のとおりです。

身体賠償

財物賠償

ア募集要項・資料の配布

イ質問書の受付

1名につき

1事故につき

ウ応募者説明会及び現地説明会の開催

1事故につき

工

オ面接審査の実施

申請の受付

D罫Ⅱ

力選定結果の通知

1億円

キ指定管理者の指定の手続き

10億円

ク指定管理者との協定締結

2千万円

ケ指定管理者による管理の開始

令和元年・9月6日(金)~令和元年10月15日(火)

※オに記載のとおり応募内容や事業計画の取り組み内容などを直接聴く、面接審査を実施し

ます。、令和元年10月中旬~下旬に実施する予定にしていますが、'日程、場所等詳細につい

ては、後日応募団体に連絡します。なお、面接審査は、長崎市附属機関に関する条例(昭

和28年長崎市条例第42号)及び長崎市類型の附属機関に係る審査会規則(令和元年長崎

市規則第52号)に基づき設置される長崎市道の駅夕陽が丘そとめ指定管理者の候補者の選

令和元年9月6日(金)~令和元年9月25 e bk)

① 1回目締め切り 9月13日(金)

② 2回目.締め切り g 月25日(水)

令和元年9月19日(木)~令和元年9月20日(金)

令和元年10月4日(金)~令和元年10月15日(火)

令和元年10月中旬~下旬

令和元年11月中に通知予定

令和元年12月

令和 2年1月

令和 2年4月1日(7k)
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、

定審査会(以下「審査会」という。)で行います。(審査会の審査及び選定の基準につぃて

は「13 審査及び選定の基準」に記載。)

②指定管理者の公募手続き

ア募集要項等の配布

募集要項、仕様書及び申請書等の資料は、長崎市指定管理者ホームページからダウンロ

ドできます。また、水産農林政策課でも配布します。

長崎市指定管理者ホームページURL

-19-

イ質問書の受付

募集要項に関する質問を次のとおり受け付けます。質問への回答はFAX又は電子メー

ルにて回答し、併せてホームページにも掲載します。(1 回目回答予定日9月19日(木)、
2 回目回答予定日 10月2 e ok))

htt ://W棚. c it . na asaki. 1

受付期問:①令和元年9月6日(金)~令和元年9月13日(金)

②令和元年9月19日(木)~令和元年9月25日(水)

受付方法:質問書(様式8)に記入のうえ、郵送、FAX又は電子メールにて送付してく

ださい。電話(口頭)での質問は受け付けません。

※ FAX及び電子メールでの送付については、必ず通信の確認(電話にて)

をお願いします。

提出先:長崎市水産農林部水産農林政策課(長崎市役所金屋町別館3階)

担当山口、川上(食の推進係)

〒850-0037 長崎市金屋町9番3号(長崎市役所金屋町別館3階)

電話 095-820一飾62 (直通)

FAX 095-827-6513

メールアドレス Su inou_seisaku@city. na部Saki. 1g.jp

/s okai/760000/764000/index. html

ウ応募者説明会及び現地説明会の開催

募集要項の内容、提出書類、業務の内容及び施設の概要等について次のとおり説明会

を開催します。

開催日時

開催場所

参加人数

申込方法

令和元年g 月19日(木)~令和元年9月20日(金)

※日時は別途指定します。(1団体あたり2時間程度)

長崎市道の駅夕陽が丘そとめ(長崎市東出津町149番地2)

各団体3名まで

申込書(様式9)に記入のうえ、郵送、 FAX又は電子メールにて9月17日

(火)午後1時までに送付してください。

※FAX及び電子メールでの送付については、必ず通信の確認(電話にて)を

お願いします。

上記イ質問書の提出先に同じ申込先



工 申請の受付

申請書類を次のとおり受け付けます。

受付期間:令和元年10月4日(金)~10月巧日(火)

午前8時45分から午後5時30分まで(正午から午後1時を除く)

提出期限:令和元年10月巧日(火)午後5時30分(必着)

提出先:長崎市水産農林部水産農林政策課(長崎市役所金屋町別館3階)

※申請害等の提出は持参又は郵送とします。

10 応募に関する事項

川応募資格

法人その他の団体であり、次の事項をすべて満たすものであること。

ア長崎市の有資格者であること。

イ長崎市内に本社を有する者であること。

※複数の団体がグループを組み応募すること(以下「グループ応募」という。)もできるこ

ととします。ただし、この場合にあっては、グループを構成する団体すべてにおいて、

個別に応募資格を満たしている必要があります。また、応募に伴い代表構成員を定め、

賣任体制を明確化することとし、協定締結においては、すべての構成員を協定の当事者

とします。

ウ 3年以上の実績を有する(過去3ケ年分の財務諸表を提出できる)団体であること。た

だし、法人以外の団体においては、この限りではありません。

工長崎市税、法人事業税(長崎県分に限る)、消費税及び地方消費税を滞納していないこ

と。

【有資格者名簿への登録について】

本施設の指定管理者に応募するためには、長崎市の有資格者名簿に登録されていることを条

件とします。名簿登録がない団体は、長崎市の

・物品製造等

・建設工事

・建設コンサル

のいずれかの名簿への登録手続きを行ってください。

(手続先)

〒850-8685 長崎市桜町2 番22 号(長崎市役所本館 4階)

長崎市理財部契約検査課総務係電話095-829-1160

(手続内容)

次の吉類を持参又は郵送に・より提出してください。
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※手に

名簿の種類

物品製造等

る日数については上己手先へお問い厶わせく.ださい

競争入札参加資格審査申請書(物品製造等)

提出書類



建設工事

建設コンサル

なお、必要な書類等については、契約検査課窓口、又は、次のURLで取得できます。

一般競争脂名競争)入札参加資格審査申請書

~建設工事~

物品製造等

建設工事

建設コンサル

一般競争{指名競争}入札参加資格審査申請害

~建設工事に係る測量、建設コンサルタント業務等~

②応募団体の制限

応募団体(グループでの応募の場合は、すべての構成団体)は次に掲げる項目に該当しな

いこと。

ア長崎市契約規則(昭和39年長崎市規則第26号)第2条の規定により長崎市におけるー

般鯖争入札等の参加を制限されている場合。

イ会社法(平成17年法律第86号)第475条若しくは第644条の規定に基づく清算の開始

又は破産法(平成16年法律第75号).第18条若しくは第19条の規定に基づく破産手続開

始の申立てがあった場合。

ウ会社更生法(平成14年法律第154号)第 17条の規定に基づく更生手続開始の申立て、

又は民事再生法(平成れ年法律第225号)第21条の規定に基づく再生手続開始の申立て

があった場合(更生計画の認可が決定され、又は再生計画の認可の決定が確定された場合

(建設工事に係る有資格考にあっては、更生手続開始又は再生手続開始の決定日以後を審

査基準日とする経営事項審査を受け、長崎市の入札参加資格審査申請書を再度提出し、そ

の審査を経て有資格者として認定された者に限る。)を除く。)

工指定管理者の指定取消しを受けたこと又は業務の全部若しくは一部の停止を命じられた

ことがある場合。

オ長崎市指定管理者制度暴力団対策要綱(平成 17年12月21日施行)第 3条の規定によ

り、代表者等が暴力団関係者、暴力団関係者を使用、暴力団関係者に対して金銭、物品そ

の他の財産上の利益を供与、'暴力団関係者と密接な交際等を有している団体に該当する場

hせ://WWW. c it . na asaki. 1

htt ://W棚. c i・t . na asaki. 1

htt ://棚W. C'it . na asaki. 1

/'i o/320000/321000/ 026839. html

/'i o/320000/321000/ 026798. html

/'i o/320000/321000/ 02朋34. html

力長崎市競争入札参加資格者指名停止措置要領又は長崎市各種契約等における暴力団等の

排除措置に関する要綱(平成24年長崎市告示第舗号)の規定による指名停止措置の期間

中である場合。

キ過去2年以内に食品衛生法く昭和22年法律第233号)に基づく行政処分を受けていない

こと。

侍)必要な資格等

ア応募する団体は、甲種防火対象物の防火管理者の資格所有者を直接的に雇用しているこ

と。またグループで応募する場合は、いずれかの団体が直接的に雇用していること。(取

得見込みを含む)

イ指定管理者指定申請害の受付日の1年以上前から継続して飲食店営業の実綾があること。

^
園0
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※営業実績がわかるものを提出してください。(営業概要、営業期問を任意様式で)

11 申請書類

申請時に次の書類を提出してください。(原本1部、写い0部)

Ⅱ).指定管理者指定申請書(別記様式)

②グループ応募構成書兼委任状(様式2)(グループ応募の場合のみ)

偲)団体の概要書(様式3)

仏)事業計画吉(様式4)

伍)'長崎市道の駅夕陽が丘そとめの管理・運営に関する業務の収支予算書(様式5)

(6)定款、規約、その他これらに類する書類

m 申請書を提出する日の属する事業年度の申請団体の収支予算書及び事業計画書並びに前3

事業年度の収支計算書、事業報告書、財産目録、貸借対照表、損益計算書(明細書付)、法

人税申告書別表1、 4、5の写し(税務署の受付が確認できるもの(電子申告については、受

信通知の写しを添付すること))その他団体の事業及び経営の状況を明らかにする書類(法

人以外の団体を除く。)

⑧当該法人の登記事項証明書(法人以外の団体にあっては、(3)で確認)及び役員名簿(様

式6)伸請害提出日から遡って3ケ月以内に発行されたもの)

⑨印鑑証明書(申請書提出日から遡って3ケ月以内に発行されたもの)

※印鑑は代表者の印(法人の場合は商号及び代表者の役職名が入っているもの)

Πの納税に関する証明書(申請書受付日から遡って3ケ月以内に発行されたもの)

ア長崎市税においては完納証明書

イ法人事業税(長崎県分)の納税証明書(直近の事業年度分)

ウ消費税及び地方消費税の納税証明書(直近の事業年度分)

※納税義務のある場合のみ。

川}指定管理者指定申請に係る申立書(10 ②に該当しない旨の申立書)(様式7)

【注意事項】

注 1 提出書類の用紙の大きさは、日本工業規格A4 版とします。(官公署が発行する証明書を除

く。)

注2 写い0部は、審査の公平性を確保するため、団体(構成団体を含む。)が特定できないよう

に団体名、代表者氏名、住所及び電話番号等をすべて伏せて提出してください。

-22-

12 申請に際しての留意事項

m 接触の禁止

本件提案に関して、審査会委員、長崎市職員、その他本件関係者に応募者が接触すること

を禁止します。

応募者が特定の者を有利にし、又は不利にするよう.な働きかけを行ったときは失格とする

場合があります。

なお、審査会委員は次のとおりです。

赤石孝次(国立大学法人長崎大学経済学部)



一瀬究(外海地区連合自治会)

岩崎裕介(九州北部税理士会長崎支部)

紫垣大(一般社団法人日本自動車連盟)

勉(長崎市北部商工会)田口

②応募の制限等

本施設への応募は、1団体(グループ応募の場合は、グループを構成する各団体)にっき

1 申請のみとします。

矧申請内容変更の禁止

提出された書類の内容については、提出期限後において変更することはできません。ただ

し、提出期限後その内容に明らかな錯誤があると認められる場合は、審査会での協議により

訂正することができます。

④虚偽の記載をした場合の無効

提出ざれた書類に虚偽の記載があった場合は失格とします。

⑤申請書類の完備

「11 申請書類」に掲げるすべての申請書類が揃っていない場合は、申請を受け付けま

せん。

⑥応募書類の取扱い

提出書類は返却しません。なお、申請団体が提出した書類の著作権は、申請団体に帰属し

ます。ただし、長崎市は指定管理者候補者の選定を行う際や長崎市議会の審議等必要な場合

は、提出書類の全部又は一部を無償で使用できるものとします。

また、書類は長崎市情報公開条例に基づき公開することがあります。

m 応募の辞退

申請後、辞退する場合には辞退届(様式10)を提出していただきます。

⑧費用負担

応募に際して発生する費用は、選定の有無に関わらず応募者の負担となります。

13 審査及び選定の基準

m 審査方法

指定管理者の選定にあたっては、外部委員による審査会において、技術点及び価格点の合

計で評価を行う総合評価方式により審査し、審査会での審査の結果を踏まえ長崎市において

指定管理者候補者を選定後、議会の議決を経た上で指定管理者を指定します。

②審査の内容

ア資格審査

提出された書類により、必要資格等の審査を長崎市において行います。

イ書類・面接審査

応募内容や事業計画の取組み内容などについて審査会が、書類及び面接にて審査を行い

ます。
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③選定基準

安定した経営能力については、提出された書類により評価を行います。

上記以外において、審査における評価項目及び配点は次のとおりです。

区分

大項目 中項目

施設の設置目的

と計画

事業

三十画

評価項目

サ」ビスの向上

施設の効用を最大限に発揮し、「地域の振興」

及び「道路利用者の利便性の向上」に資すると

いう施設の設置目的が達成されるものであるか

物産販売所及び

レストランの運

営

技術点

施設の利用者の増加や利便性を高めるための提

案、積極的な「地域情報の発信」、自主事業の

提案であるか

中項目詳細

評価と改善

地域の特性を活かした「地元産品にふれあう

場」として、地域住民(出荷考を含む)及び地

域外の利用者を対象とした運営であるか

基本

事項

基本方針

事業の評価・改善体制があるか

平等利用の確保

配点

当該施設の管理・運営業務について、施設の設

置目的等に合った基本方針・理念を持っている

か

個人情報の保護

管理運

営体制

人員配置

施設の利用に関し、公平性を確保する考え方と

方策が適切であるか

収支計画・・施設

管理

施設の利用者の個人情報の保護に関する措置は

適切か

4

価格点

緊急時の対応

20

職員配置は、当該施設の業務を行うのに適切か

4

価格

当該施設の業務に係る収支予算書・、管理に関す

る基本的事項は適切であるか

記

経費

緊急時における、連絡体制等危機管理体制は適

切か、また、事故防止対策の考え方と取組みに

ついては適切か

4

8

経費は適正か

※上限の範囲内において、一定の基準額までは

経費の削減努力を評価しますが、その基準額を

下回る場合はサービス水準の低下が懸念される

ことから、評価が下がります。

4
16

4

合計

8

8

20
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④失格基準

ア施設を管理運営する安定した経営能力がないと明らかなとき

イ「6 経費に関する事項」で定める長崎市が支払う委託料の上限額を超えて提案がな

されたとき

ウ評価項目の大項目のすべてにおいて、配点の50%未満となるとき

工技術点の区分の合計点が配点の60%未満となるとき

オ「人員配置」、「緊急時の対応」のいずれかが0点であるとき

⑤選定結果

選定結果については、採択、不採択に関わらず、申請団体に通知するとともに、長崎市指

定管理者ホームページ等において、申請者名、順位、点数等を公表します。

指定管理者候補者に決定した団体については、指定管理者選定結果通知審により通知する

こととします。

また、指定管理者候補者に決定した団体が、・管理の開始までに「10 応募に関する事

項」に規定する要件を満たさなくなったときは、速やかに長崎市に届け出てください。

14 指定管理者の指定の手続き

指定管理者は、地方自治法の規定により長崎市議会の議決を経たうえで指定されます。指

定議案は令和元年11月長崎市議会定例会に提案することを予定しており、議決後、指定団

体に通知します。

15 協定に関する事項

指定管理者の指定後に、指定管理者と長崎市において指定管理業務に係る管理業務上詳

細な事項について、協定を締結します。

また、協定書に定めのない事項が発生した場合には、改めて協議することとします。

m 協定に盛り込む事項

ア総括的事項

(ア)施設の概要(施設の名称、規模、開館時間、休館日など)

(イ)指定期問

イ管理業務の履行に関する事項

{ア}業務の範囲に関する事項

(イ)個人情報保護に関する事項

{ウ}情報公開に関する事項

は)職員への教育・研修

【オ)利用考等からの苦情への対応

ウ施設の利用に関する事項

(ア)自主事業に関する事項

工委託料に関する事項

(ア)委託料の金額

(イ)支払方法及び精算方法

オ事業の実施に関する事項
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(ア)実施計画の実施に関する取り決め事項

力責任分担に関する事項

キモニタリングに関する事項

(ア)事業報告書の作成及び業務報告に関する事頂

(イ)利用者アンケートに関する事項

{ウ}事故報告に関する事項

ク指定の取り消し及び管理業務の停止に関する事項

ケ業務不履行時等における違約金に関する事項

コ指定期間終了に伴う措置に関する事項

サその他必要な事頂

②協定の締結に際,し必要な事項

ア指定された団体(グループで応募する場合は、いずれかの団体)は、協定締結までに食

品衛生法に基づく飲食店営業及び販売業の本施設における営業許可の申請を行うこと。

※申請を受理されたことの証明を協定締結の際添付すること。

イ上記の他、'協定の締結に際し必要な事項については、指定管理者と長崎市が協議のうえ

定めることとします。

③協定が締結できない場合の措置等

指定管理者が、協定の締結までに次に掲げる事項に該当するときは、その指定を取消す

ことがあります。

ア正当な理由なくして協定の締結に応じないとき

イ財務状況の悪化等により、指定管理業務の履行が確実でないと認められるとき

ウ著しく社会的な信用を損なうなど、指定管理者としてふさわしくないと認められるとき

16 モニタリング

長崎市は、当該施設の円滑な運営を確保するため、指定管理者が行う業務の実施状況を把

握するモニタリングを実施します。

指定管理者は長崎市が行うモニタリングに必要な調査及び報告を行うこととします。

指定管理者が管理の基準や事業計画に示された業務等において、基準を満たしていないと

認めるときは、長崎市は改善等必要な指示を行い、これに従わない場合は、業務の停止や指

定の取消しを行うことがあります。
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17 指定の取消し及び違約金

m 指定取消し等の要件

長崎市は、指定管理者が次のいずれかに該当すると認めるときは、その指定を取消レ、

又は期問を定めて本業務の全部又は一部の停止を命ずることができます。

なお、指定の取消し等に伴い指定管理者に損害、損失又は増加費用が生じても、長崎市

はその賠償の責めを負いません。

また、指定を取消した場合において、長崎市に損害、損失又は増加費用があるときは、

指定管理者は長崎市に対し、その損害等を賠償することになります。

ア指定管理者が虚偽又は不正な手段により指定を受けたとき。



イ指定管理者自らの責めに帰すべき事由により、指定を受けた後、業務の辞退や協定書の

解除の申し出により本業務を履行しない又は履行の見込みがないと認められるとき。

ウ協定又は関係法令等の条項に違反したとき。

工本募集要項「10 応募に関する事項」の「m応募資格」に定める要件(アを除く)を

満たさなくなったとき及び「②応募団体の佑邨艮」のいずれかに該当したとき。

オ施設の管理に重大な支障が生じる又は生じる恐れがあるとき。

力著しく社会的信用を失ったとき。

キその他、長崎市が必要と認めるとき。

②業務不履行時等の違約金

指定の取消し等で業務不履行となった場合は、違約金として、指定管理者が長崎市に提出

した本施設の管理に関する業務の収支予算書における指定期問に係る委託料の額から、長崎

市が認める正当な履行部分に相当する額を除いた額の100分の10に相当する額を長崎市に

納付していただきます。

また、「6 経費に関する事項」 mにより支払われた委託料のうち、業務不履行部分に

係る委託料については、返還していただくこととなります。

18 その他の事項

(1)指定管理者として議会の議決が得られなかった場合等の措置

次のいずれかに該当した場合は指定管理者に指定しません。

なお、いずれの場合においても、指定管理者候補者が応募に関して負担した費用及び管理

運営の準備のために負担した費用については、すべて指定管理者候補者の負担とします。

ア長崎市議会での議決が得られない場合

イ議決を得るまでの間に、指定管理者に指定することが著しく不適当と認められる事項が

生じた場合

②業務の継続が困難になった場合の措置

指定管理者は、業務の継続が困難となった場合又はそのおそれが生じた場合は、速やかに

長崎市に報告するものとし、その場合の措置については、次のとおりとします。

ア指定管理者の責めに帰すべき事由による場合

指定管理者の責めに帰すべき事由により業務の継続が困難となった場合又はそのおそれ

が生じた場合には、長崎市は指定管理者に対して改善等の指示を行い、期間を定めて改善

策の提出及び実施を求めることができるものとします。また、指定管理者がその期間内に

改善することができなかった場合には、長崎市は指定管理者の指定を取消し又は業務の全

部若しくは一部の停止を命じることができるものとします。

なお、指定管理者の指定が取消され、又は業務の全部若しくは一部が停止された場合に

は、門 7 指定の取消し及び違約金」の(1)、(2)と同様に取り扱うこととし、その旨

を協定書に規定するものとします。

イ不可抗力等による場合

不可抗力その他指定管理者及び長崎市の責めに帰することができない事由により業務の

継続が困難となった場合は、指定管理者と長崎市は、業務継続の可否等について協議を行

い、継続が困難と判断した場合は、長崎市はイ指定管理者の指定の取消し又は業務の全部
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若しくは一部の停止を命じることができるものとします。

(3),業務の引き継ぎについて

指定期間の終了又は指定の取消しにより次の指定管理者に引き継ぐ場合は、円滑かっ支障

なく引き継ぎができるように協力していただくこととなります。

【問い合わせ先】

長崎市水産農林部水産農林政策課(長崎市役所金屋町別館3階)

担当山口、川上(食の推進係)

〒鉐0-0037 長崎市金屋町9番3号(長崎市役所金屋町別館3 階)

電話 095-820-6562 (直通)

FAX 095-827一飾13

メーJレアドレス Su inou_se isaku@c ity. nagasak i. 1g. jp
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長崎市道の駅夕陽が丘そとめ(以下「道の駅」という。)の指定管理者が行う業務の内容及

びその範囲等は、この仕様書により行うものとする。

また、本文中に「条例」とあるのは「長崎市道の駅夕陽が丘そとめ条伊U、「規貝1」」とあるの

は「長崎市道の駅夕陽が丘そとめ条例施行規則」を表す。

長崎市道の駅夕陽が丘そとめ指定管理者業務仕様書

1 趣旨

本仕様書は、道の駅の指定管理者が行う業務の内容及び履行方法にっいて定めることを
目的とする。

2 施設の概要

川名

②所在

③設立年

④施設の

⑤構

⑥施設の

称長崎市道の駅夕陽が丘そとめ

地'長崎市東出津町149番地2

月日平成18年4月1日

規模敷地画積 6,711.72阿、延床面積 5聞.10市

造鉄筋コンクリ'ート造2階建

内容物産販売所 207.7 rrf

レストラン 138.8 rrl

テイクアウト館 18.9 r6

事務室等 85.1 rrt

トイレ 33.9 rrt

駐車場(第1~第5駐車場普通車77台・障害者用 1台)

※但し県敷地駐車場台数を除く(普通車26台,・障害者用2台

大型4台)

⑦位置図及び平面図別紙長崎市道の駅夕陽が丘そとめの概要参照

3 管理に関する考え方

道の駅の管理運営は、次に掲げる項目に沿って行うこと。

a)道の駅は、地元産品にふれあう場と、地域の情報を提供するこ'とで、地域の振興、道

路利用者の利便性の向上を図るという設置理念に基づき、管理運営を行うこと。

②利用者の安全確保に留意するとともに、施設の環境保全、保安警備に努め、良好な施

設の維持管理を行うことを基本とすること。

③利用者の意見を管理運営に反映させること。

④個人情報の保護を徹底すること。

⑤効率的な運営を行うこと。

⑥管理運営費の削減に努めること。
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、

近隣住民や関係機関との良好な関係を維持すること。

ごみの削減、省エネルギー、 CO.削減など、環境に配慮した運営に努めること。

4 指定期問等

令和2年4月1日から令和7年3月3 1日までの5年問とする。

5 法令等の遵守

施設の管理にあたっては、本仕様害のほか、次に掲げる法令等を遵守すること。

①地方自治法(地方自治法施行令)

②長崎市道の駅夕陽が丘そとめ条例、長崎市道の駅夕陽が丘そとめ条例施行規則

③労働基準法、労働安全衛生法、最低賃金法その他労働関係法令

④個人情報保護に関する法律、長崎市個人情報保護条例、長崎市情報公開条例

⑤消防法

⑥警備業法

⑦都市計画法

⑧食品衛生法

⑨浄化槽法

⑩電気事業法

⑪その他、業務を遂行する上で、関連する法令等。

※指定期問中に前各号に規定する法令に改正があった場合は、改正された内容を仕様と

する。

6 開館時問及び休館日等について

開館時問及び休館日の承認の基準は概ね次のとおり。

a)開館時間、

ア物産販売所

夏期(4~ 9月)午前9時から午後7時までの時間帯を基本とする 10時間以上

冬期(10~3月)午前9時から午後6時までの時間帯を基本とする 9時間以上

イレストラン(テイクアウト館含む)

夏期(4~ 9月)午前Π時から午後7時までの時間帯を基本とする8時間以上

冬期(10~3月)午前11時から午後6時までの時間帯を基本とする7時間以上

※ラストオーダーを設定する場合は、事前に長崎市と協議を行い、,終7時刻の30分前以降の

時刻に設定するよう努めること。

②休館日

ア物産販売所

1月1日から1月3日までの期問内

イレストラン(テイクアウト館含む)

年中無休
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※指定管理者は、必要があると認めるときは、市長の承認を得て開館時間及び休館日を

変更することができる。

7 職員の配置等について

1・1)関係法令を遵守し、適正な労働条件のもと、業務実態にあった体制を確立するととも

に、施設管理や運営に的確な対応ができる職員の確保及び配置を行うこ・と。

②施設の総括責任者として、駅長(常勤職員)を 1名必ず配置すること。また、駅長を

補佐し、駅長不在時に代理する役割を担う職員(常勤職員)を配置すること。

③業務ごとに必要な知識及び経験を有する者を配置し、指揮命令が統一できるようにす

ること。また、専門的な資格、技術等を要する業務については、必ず当該資格保有者等

を配置すること。

④職員は制服を着用するなど、施設利用者が判別できるようにすること。

⑤職員に対して、施設の運営管理に必要な研修を実施すること。

⑥施設の設置目的を踏まえ、地元雇用に配慮すること。

8 指定管理者が行う業務の範囲

川指定管理業務

ア物産販売所運営に関する業務

例農水産物等販売について

a 外海地域を中心とした農水産物、特産品等を販売すること。

b 安定的な農水産物及び特産品等の供給を行うとともに、出荷者との連携を図るた

めに協議会を設立すること。

(イ)人員体制について

利用者へのサービスに支障なく対応できる人員体制とすること。

剛その他

毎日日報を作成すること。唐式・記載内容は任創

利用状況報告書を市に毎月10日までに提出すること。

イレストランの運営に関する業務

⑦料理に使用する食材について

外海地域を中心に生産された農水産物を優先して活用すること。

(イ)人員体制について

利用者へのサービスに支障なく対応できる人員体制とすること。
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剛その他

a 毎日日報を作成すること。(書式・記載内容は任意)

b 利用状況報告書を毎月10日までに提出すること。

ウ地域の情報の提供1こ関する業務

例物産館内の掲示板による情報提供について

周辺地域の観光情報をはじめ、台風等災害情報、緊急医療情報、交通規制情報等

を収集し、掲示板に情報を掲示すること。

{イ}パンフレットスタンドによる情穀提供について

周辺観光施設をはじめ、近隣の道の駅パンフレット、各種広報紙等をスタンドに

展示すること。

剛物産館内職員による情報提供について

a 物産館内の職員は、近隣の観光情穀をはじめ、近隣の道の駅情報、緊急医療情報

(土日当番医、夜間の緊急病院情幸勵等を収集し、必要に応じ、来館者に対し情報

提供を行うこと。

b 観光情報提供については、職員の観光に関する知識向上のため、研修を実施する

こと。
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住)ホームページについて

道の駅夕陽が丘そとめの概要やアクセスマップをはじめイベント情報、特産品情

報、近隣の観光情報等を発信するホームページを制作し、定期的に更新作業を行い、

最新の情報提供に努めること。

※ホームページの所有権等ホームページを利用するために必要な一切の権利は指

定期間終了をもって長崎市に帰属するものと,する。

け)地域の情穀を発信するイベントの開催について

外海地区の景観や観光施設などの特性を活かし、地域の情報を発信するイベント

を年2回以上行うこと。物産品販売のみのイベントはこれに含めないものとする。

工施設の維持管理に関する業務

⑦施設及び設備の保守点検に関する業務

a 施設のひび割れ、はがれ、かび等の発生カサよい状態を維持し、かつ美観を維持す

ること。

b 附帯設備(給排水設備、空調設備、電気設備、消防設備等)は、日常点検、法定

点検、定期点検等を行い、初期の性能を維持すること。



'

(イ)施設の清掃に関する業務

a 施設の環境を快適に保つため、清掃業務を適切に行うこと。

b 床、壁、扉、ガラス、鏡、備品、照明器具、衛生器具等について、場所ごとに、日

常清掃、定期清掃を組み合わせ、ごみ、ほこり、汚れ等がない状態を維持するこ

と。

C 日常清掃の範囲は、物産販売所、レストラン(ティクァウト館含む)、トイレ、事

務所、展望広場、駐車場とする。

d 施設の清掃時間、清掃頻度などは施設利用者の妨げとならないように行うこと。

剛敷地内の草刈・ごみ収集・清掃に関する業務

a 敷地内の草刈については、利用者の利用頻度及び状況を予測し、利用者に不便を

かけないよう計画的に実施すること。

b 区域内の不法投棄についてはイ持ち主を判別できれば、投棄者に処理させること

が原則だが、特定できない場合においては、指定管理者の責任において処理するこ

と。

C 清掃業務にっいては、毎日実施し利用者の利便性と美観を保たせるとともに、施

設の健全な管理に努めること。

①敷地内の植栽植物の管理に関する業務

敷地内に植栽している植物について、常に良好な状態に保っこと。

け)備品の取扱いについて

a 指定管理者は、長崎市の所有する備品等については、備品台帳を備えてその保管

に係る備品を整理し、購入及び廃棄等にっいては、長崎市と協議するとともに移

動について定期的に長崎市に報告しなければならない。

b 指定管理者は、長崎市が貸与する備品において、故意または過失により破損また

は滅失した場合は、自己の費用により購入または、調達することとする。

C 指定管理者自らの判断により施設の運営のための備品を購入することも可能とす

る。この場合の費用は、維持管理も含め指定管理者の負担となり、購入した備品

の所有権は指定管理者に帰属する。

d 備品の詳細の取り扱いについては、別途協定書において定めることとする。
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仂)保安警備業務

a 施設内の秩序を維持し、事故・盗難・破壊等の犯罪及び火災等の災,害発生を警戒・

防止し、財産の保全を図るとともに、利用者の安全を守るため、保安警備業務を

適切に行うこと。

b 事.故'・災害、犯罪から施設利用者を適切に管理できる状態とすること。



C 緊急事態が発生した場合は、関係警察署はもとより関係職員への連絡体制を明確

にして対応すること。

d 機械警備を導入し、夜間及び休館日は機械警備による安全管理を行うこと。

剛施設保全業務

施設の安全かっ安心して利用できるよう、施設の予防保全に務めること。また、

建築物や設備等の不具合を発見した際には、速やかに市に報告を行うこと。

オその他の業務

⑦事業計画書及び収支予算書の作成

次年度の事業計画書及び収支予算書作成にあづては、市と調整を図り、毎年度10

月末までに作成し、市に提出すること。

1イ)事業報告書の作成

前年度の事業報告書を毎年度4月末までに作成し市に提出すること。記載する内

容は以下のとおりとする。

i
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ば然篇、〕
剛駐車場の利用状況報告書の作成

駐車場の利用状況を集計し、毎月10日までに報告すること。

①施設の環境マネジメントシステムの運用における必要な記録 C去定点検、施設の

点検等)の報告

市の環境に関する方針や目標に基づいた施設の管理運営を行うとともに、所定の

様式により報告をすること。

け}職員研修

業務研修及び接遇研修を行い、安定したサービスの提供及び丁寧な応対を行うこ

と。

仂)自己評価の実施

a 利用者等より、施設運営に関ずる意見を聴取把握すること。

b 施設運営に関して、適宜自己評価を行うこと。

件)指定期間終了にあたっての引き継ぎ業務

指定管理者は、指定期間終了時に、次期指定管理者が円滑かつ支障なく、長崎市

道の駅夕陽が丘そとめの施設運営業務を遂行できるよう、引き継ぎを行うこと。



.

(ウ) PR方法

広報紙、マスコミ等を最大限に活用し、

②自主事業

施設の設置目的の範囲内で自主事業を行うことができる。実施内容については、提案に

よるものとするので、事業計画書に記載すること。

9 経費等について

御指定管理料

長崎市は、指定管理者に対し、予算の範囲内において施設維持管理に要する費用を支払

うものとし、修繕費を除き、原則として指定管理料の精算は行わないものとする。
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②修繕費について

ア市が行う修繕

1件当たりの金額が200千円以上の修繕については、市が行うこととする。

PR活動を展開すること。

イ指定管理者が行う修繕

自動ドア、エアコンなどの付属設備や備品の故障、雨漏りなど、道の駅の運営にお

いて緊急を要する修繕で1件当たりの金額が200千円未満の修繕については、責任分

担表に示すとおり市が委託料に含めて支払う6印千円の修繕料の範囲内で指定管理者

において対応するものとする。

ウ修繕の執行

修繕の執行

規則第26号)

工修繕費の精算

指定管理者は、修繕料に係る委託料について、支出の内訳を明らかにした精算書を

作成し、.市が指定する日までに市に提出するものとし、精算した結果、残金を生じた

ときは、市が指定する日までに市に残金を返還すること。

(業者選定、見積徴取、契約等を含む。)は長崎市契約規則(昭和 39年

に準じて行うこと。

③経理規定

指定管理者は、経理規定を策定し、経理事務を行うこと。

④立入検査について

長崎市は、必要に応じて労務管理、施設、物品、各種帳簿等の現地検査を行うものとす

る。



10 モニタリングの実施方法

①事業報告書の提出

指定管理者は実施した事業に関する報告書(事業報告書)を作成し、月ごと、年度ごと

に長崎市に提出すること。

②,施設利用者のアンケートの実施

指定管理者は、サービスの向上や利用者の増加が図られるなどの効果があったか、厳

正に評価し検証する観点から、アンケート等により、施設利用者の意見、苦情等を聴取

し、その結果及び業務改善への反映状況について長崎市に報告すること。

③担当職員による現地調査

担当職員が、直接施設に行き、管理運営の状況を調査する。

④指定管理者による自己評価

指定管理者は、業務についての日報や月報等を作成することにより事業計画との整合

が取れているか等の自己評価を行い、事業計画との乘離がある場合は、早期に原因究明

を行い、対策を講じること。

⑤その他

長崎市は、指定管理者の管理運営状況を把握するため、必要に応じた監視・指導を行

うものとする。

11 指定管理者の賠償責任と保険の加入

長崎市は「全国市長会市民総合賠償補償保険」に加入している。ただし、保険の対象は

阻音償責任保険(身体賠償、財物賠償等)」のみであり、「補償保険(見錘金等)」は対象に

ならない。また、指定管理者が自らの責任と費用において実施する自主事業や、医療行為な

どの保険の対象とならない業務に起因する事故等によるものについても対象にならない。指

定管理者は自らのりスクに対応して、自らの負担において必要に応じて保険に加入すること。

.

12 実務実施上の注意事項

業務を実施するにあたっては、次の各項目に留意して円滑に実施すること。

m 公の施設であることを常に念頭において、公平な運営を行うこととし、特定の団体等に有

利に、あるいは不利になる運営をしないこと。

②施設の管理運営に係る各種規程・要綱等がない場合は、長崎市の諸規程に準じて、あるい

はその精神に基づき業務を実施すること。

③指定管理者が施設の管理運営に係る各種規程・要網等を作成する場合は、長崎市と協議を

1テうこと。

④消防法(昭和23年法律第186号)第8条の規定に基づき、防火管理者を定めるものと

する。防火管理者は消防計画を作成し、消防計画に基づく避難の訓練の実施その他防災管理

上必要な業務を行うこと。

⑤市民の利便に資するため、利用時間、休所日の変更が必要であると市長が認めたときは、

指定管理者は、その変更に伴い必要とされる業務を行うこと。
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⑥その他、仕様害に記載のない事項については、長崎市と協議を行うこと。

⑦指定期間中、年度ごとの予算にっいては、.長崎市の財政の状況等により金額が変更となる

場合がある。

13 協議

この仕様書に規定するもののほか指定管理者の業務の内容及び処理にっいて疑義が生じ

た場合は、長崎市と協議し決定すること。
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内容
費用

負担

浄化槽保守点検

及び清掃

業務仕様書別紙

浄化槽の種類

種類:ダイキアクシス、 FB F-1 6

OA1型

処理の対象:し尿及び雑排水

処理対象人員:160人

処理能力:21mve

処理方式:膜分離活性汚泥方式十活性

業務内容

浄化槽の法定検査、保守点検(週1回)

及び清掃

仕様

消防用設備等

保守点検

消防用設備等の種類

小型粉末消火器伽圧式):5本

自動火災報知設備:、差動式スポット型感知器4個

定温式スポット型感知器3個

光電式スポット型煙感知器俳蓄積)9個

地区音響装置2個

発信機2個

避難口誘導灯:B級7個

C級1個

種類:クボタ、 K- H C- R 1型

処理の対象:し尿及び雑排水

処理対叡人員:訟人

処理能力:10.4m3/日

処理方式:担体流動生物津過方式

'

業務内容

浄化槽の法定検査、保守点検(月2回)

及び清掃

空調機器

保守点検

消防法施行規則第31条の4の第1項及び第3項に示された基準に従って、消

防用設備の保守点検を行う。 6去定点検 6月・12月)

=窒備

空調機器

ツイン型 3台

セパレート型 11台

自家用電気

工作物保安管理

業務内容

エアフィルター清掃

絶縁測定、外観点検

運転電流、温度測定

運転状況確認等

年2回

設備

需要電力:90kw

受電設備容量:125kw

受電電圧:6,60OV

絶縁常時監視装置:自動
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業務内容

通常点検:2力月に1 回

主として施設の運転中に行う点検、測定及び試験
定期点検:1年に2回

主として施設の運転を停止して行う点検、測定及び試験
臨時点検:必要に応じ

異常が発生した場合等、必要に応じて行う点検、測定及び試験

POSシステム

保守点検

設備

業務管理サーバ

事務所管理用パソコン

レーザプリンタ

POSレジスター

バーコード発行用パソコン

ラベルプリンタ

追加機器画像処理式縦型スキャナ、無停電電源装置)
システム等

ホームページ

制作

業務内容

上記設備の保守点検業務

トップページ(メインビジュアルスライド3枚、基本情報、マップほか)
カテゴリー(施設案内、観光スポット、新着情報等を8つ)
新着情報のカテゴリーは道の駅で更新が可能(CMS)

所有権は長崎市に帰属し、、指定管理者交代後も道の駅で使用可能

地域情報

発信イベント

業務内容

事務用パソコン

プリンター

上記ホームページの制作(初年度のみ)

仕様書 8 (1)ウ(オ)参照

^゛.、
デスクトップノ丈ソコン

ディスプレイ

プリンター

各1
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